
 

令和７年度第２回 

朝霞市情報公開・個人情報保護審議会会議次第 

 

                   令和７年１１月１２日（水） 

                   午後２時００分から 

                   市役所 別館２階 全員協議会室 

 

１ 開     会 

 

２  配付資料の説明 

 

３ 議     題 

 （１）新規・変更事業の報告について 

（２）その他 

 

４ 事 務 連 絡 

 

５ 閉     会 
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個人情報取扱管理簿届出書 

 

（新規分） 

事務事業名 定額減税不足額給付金支給事業 

理由及び経緯 

・国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の対応として、
定額減税の恩恵を十分に受けられない世帯に対する支援とし
て、定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる所得税・
住民税の納税義務者を対象として、令和６年度調整給付の支給
を実施したが、当初調整給付の算定に際し、令和５年所得等を
基にした推計額（令和６年分推計所得税額）を用いて算定した
ことなどにより、令和６年分所得税及び定額減税の実績額等が
確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額と
の間で差額が生じた者等に不足額給付として当該差額を支給す
る。 

・給付金支給条件として、課税状況や基準日に朝霞市に住所を有
する者であるか確認する必要がある。 

・給付金支給事務を行うため、支給事務業務を委託する。 
・給付管理システムを構築し基幹系システムに導入するため、給
付金システム改修業務を委託する。 

内容 

【申請書等】 
・本人が申請書等に「氏名、住所、性別、生年月日、電話番号、
続柄」、「振込先金融機関名・預金種目・口座番号・口座名義人」
を記入し提出することにより、収集する。 

・本人が申請書等を提出する際、運転免許証などの本人確認書類
の写しを添付することにより、「顔写真」を収集する。 

【電子申請】（公金口座登録がある方) 
・本人が「振込先金融機関名・預金種目・口座番号・口座名義人」
の記入及び画像の添付により、収集する。 

・本人が申請書等を提出する際、運転免許証などの本人確認書類
の画像を添付することにより、「顔写真」を収集する。 

 
【目的外利用】 
・給付金支給対象であるかを確認するため、「住民基本台帳管理事
業」から目的外利用を行い、「氏名」、「住所」、「性別」、「生年月
日」、「続柄」、「死亡日」、「異動日」、「通称名」を収集する。 

・給付金支給対象であるかを確認するため、「市民税等賦課事業」
から目的外利用を行い、「氏名」、「住所」、「課税状況」、「所得税」
を収集する。 

・給付金支給対象であるかを確認するため、「生活保護事業」から
目的外利用を行い、「氏名」、「住所」、「公的扶助の受給の有無」
を収集する。 

 
【外部提供】 
・給付金支給対象であるかを確認するために他市区町村から「課
税状況」について照会があった際、提供する。 

 
【特定個人情報】 
・給付金支給対象であるかを確認するため、マイナンバーを利用
して他市区町村に「課税状況」を照会する。 
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【外部委託】 
・給付金支給事務を行うため、支給事務・封入封緘作業委託業者
（アデコ株式会社）に「氏名」、「住所」、「性別」、「生年月日」、
「続柄」、「振込先金融機関名・預金種目・口座番号・口座名義
人」を引き渡し、「振込先金融機関名・預金種目・口座番号・口
座名義人」の入力作業を行う。 

・給付管理システムを構築し基幹系システムに導入するため、シ
ステム改修業務委託業者（株式会社ジーシーシー）に「氏名」、
「住所」、「性別」、「生年月日」、「続柄」を引き渡す。 

担当 
不足額給付支給プロジェクト・チーム 
（総務部 課税課 市民税係） 

 

 

事務事業名 安心見守り支援事業 

理由及び経緯 

 生活スタイルの変化や遠方に住む親族等の安心感につなげる

ために、既存の見守りサービスに加え、令和７年９月から新たに

朝霞市高齢者見守りライト事業を実施するため。 

・交付条件として、「課税状況」、「家庭状況」を確認する必要があ

る。 

・朝霞市高齢者見守りライト事業実施要綱において、「氏名」、「住

所」、「生年月日」、「電話番号」、「続柄」、「電子メールアドレス」

を申請書に記入する事項として定めている。 

・見守りライトの設置業務及び通知、訪問業務について委託を行

う。 

※朝霞市高齢者見守りライト事業とは、対象の方の自宅に通信機

能を有する電球を設置し、一定時間内に点灯・消灯の操作がな

い場合、御家族等にメールで通知するもの。 

内容 

・交付条件として、「課税状況」の確認が必要なため、課税課の「市

民税等賦課事業」から目的外利用を行う。 

・「家庭状況」（同居者がいる場合で対応困難な理由）の確認が必

要なため、本人及び申請者より聴取を行う。 

・本人または家族、知人が申請書に「氏名」、「住所」、「生年月日」、

「電話番号」、「続柄」、「電子メールアドレス」を記入し、提出

する。 

・業務を委託するため、朝霞市高齢者見守りライト事業委託事業

者（ヤマト運輸（株））に「氏名」、「住所」、「続柄」、「電子メー

ルアドレス」を引き渡す。 

担当 福祉部 長寿はつらつ課 高齢者支援係 
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事務事業名 安心見守り支援事業 

理由及び経緯 

生活スタイルの変化や遠方に住む親族等の安心感につなげる

ために、既存の見守りサービスに加え、令和７年９月から新たに

朝霞市高齢者訪問見守りサービス事業を実施するため。 

・交付条件として、「課税状況」、「家庭状況」、「介護サービス利用

状況」を確認する必要がある。 

・朝霞市高齢者訪問見守りサービス事業実施要綱において、「氏

名」、「住所」、「生年月日」、「電話番号」、「続柄」、「電子メール

アドレス」を申請書に記入する事項として定めている。 

・委託先に対する情報提供項目として「性別」の項目が定められ

ている。 

・訪問及び通知業務について委託を行う。 

※朝霞市高齢者訪問見守りサービス事業とは、月に１回自宅に委

託事業者が訪問し、生活状況の確認を行うもの。 

内容 

・交付条件として、「課税状況」の確認が必要なため、課税課の「市

民税等賦課事業」から目的外利用を行う。 

・「家庭状況」（同居者がいる場合で対応困難な理由）の確認が必

要なため、本人及び申請者より聴取を行う。 

・介護サービス利用状況の確認が必要なため、「介護保険給付事

業」、「介護認定調査・審査事業」から目的外利用を行う。 

・本人または家族等関係者が申請書に「氏名」、「住所」、「生年月

日」、「電話番号」、「続柄」、「電子メールアドレス」を記入し、

提出する。 

・「性別」について、住民基本台帳の確認及び口頭で聴取を行う。 

・業務を委託するため、朝霞市高齢者訪問見守りサービス事業委

託事業者（日本郵便（株））に「氏名」、「性別」、「生年月日」、

「住所」、「続柄」、「電子メールアドレス」を引き渡す。 

担当 福祉部 長寿はつらつ課 高齢者支援係 
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事務事業名 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進事業 

理由及び経緯 

 第１０期朝霞市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定
に当たり、市民のニーズを把握するため市民、その家族、その介
護者向けのアンケート調査を実施することから、アンケート調査
の設問に該当する項目を新たに収集する。 
 また、アンケート調査の発送、統計、結果分析等を計画策定支
援業務委託事業者に委託していることから、発送に必要な情報の
ほか、当該アンケート調査により収集した内容を引き渡す。 

内容 

①アンケート調査において、以下の情報を収集する。 
・市民の「氏名」、「住所」、「年齢」、「性別」、「被保険者番号」「家
庭状況」、「趣味・し好」、「健康状態・病歴」、「主義・主張」 

・市民の家族、市民の介護者の「年齢」、「性別」、「家庭状況」、「勤
務形態」 

②計画策定支援業務委託事業者（株式会社ライフパシフィックデ
ザイン）にアンケートの発送、集計、分析業務のため、「氏名」、
「住所」、「年齢」、「性別」、「被保険者番号」、「家庭状況」、「趣
味・し好」、「健康状態・病歴」、「主義・主張」、「勤務形態」を
提供する。 

担当 福祉部 長寿はつらつ課 介護認定係 

 
 
 

事務事業名 ねんりんピック事業 

理由及び経緯 
ねんりんピック彩の国さいたま２０２６朝霞市実行委員会の

運営のため。 

内容 
 委員から「氏名」、「住所」、「電話番号」、「メールアドレス」を
収集する。 

担当 
福祉部 長寿はつらつ課 ねんりんピック室 ねんりんピッ

ク係 
 
 
 

事務事業名 ねんりんピック事業 

理由及び経緯 

 ねんりんピック彩の国さいたま２０２６において、朝霞市で空
手道競技のリハーサル大会及び本大会を開催するに当たり、参加
者の登録や参加者への連絡をするため。 

内容 
 参加者から「氏名」、「年齢」、「性別」、「郵便番号」、「住所」、「電
話番号」、「ＦＡＸ番号」、「メールアドレス」を収集する。 

担当 
福祉部 長寿はつらつ課 ねんりんピック室 ねんりんピッ

ク係 
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事務事業名 ひとり親家庭生活支援事業 

理由及び経緯 

・「高校に進学しなかった」「高校を中退した」「不登校で高校に通
っていない」など何らかの理由で高校を卒業できなかったひと
り親家庭の方の学び直しを支援することで、よりよい条件での
就職や転職に向けた可能性を広げ、正規雇用を中心とした就業
につなげていくため、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験
合格支援給付金支給事業を開始することになった。 

・対象者に該当するかを確認する必要がある（朝霞市に在住のひ
とり親家庭の親または児童であって、次の要件のすべてを満た
す者） 
①朝霞市母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けている
こと 

②高卒認定試験に合格することが就職に就くために必要と認め
られること 

③高等学校卒業者、大学入試資格検定、高卒認定試験合格者等、
すでに大学入学資格を取得していないこと 

④過去に本給付金を受給したことがないこと 
・通信制・通学・通学と通信併用のいずれの場合も、受講開始時、
受講終了時、合格時それぞれに給付金を支給する。 

内容 

【申請書】 
・申請者が申請書に「氏名」、「生年月日」、「年齢」、「住所」、「電
話番号」、「受講講座」、「振込先金融機関名・預金種目・口座番
号・口座名義人」を記入して提出することにより収集する。 

【申請書への添付書類】 
・戸籍謄本又は抄本の写しを添付することにより、「性別」、「本
籍」、「国籍」を収集する。 

・世帯全員の住民票の写しを添付することにより、「性別」、「家族
構成」を収集する。 

・母子・父子自立支援プログラムを添付することにより、「主義・
主張」、「家庭状況」、「健康状態」、「資格」、「学歴」、「職業・職
歴」を収集する。 

・合格証書を添付することにより、「試験成績」を収集する。 

担当 こども健康部 こども未来課 こども給付係 
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事務事業名 がん検診事業 

理由及び経緯 

・令和７年７月から、外見の変化による心理的負担を軽減するた
め、またがん患者の治療と社会生活の両立を支援するため、「が
ん患者アピアランスケア用品購入費補助金交付事業」を開始し、
ウィッグ等購入費の一部に対し補助金を交付する。 

・補助金交付の可否について審査を行うため、申請書兼請求書の
添付書類として「がん治療を受けたこと又は現に受けているこ
とを証明する書類」、「がん治療に伴う外見の変化を証明する書
類」、「購入したアピアランスケア用品がわかる書類」を提出し
てもらう。 

※アピアランスケアとは、がんやがんの治療による外見の変化
（脱毛等）があっても安心して自分らしく生活を送ることがで
きるよう支えるケアのこと。 

内容 

・補助金交付申請書兼請求書及び添付書類の提出により、申請者
（対象者）の「氏名」、「住所」、「生年月日」、「電話番号」、「傷
病名・傷病歴」、「アピアランスケア用品」「振込先金融機関名・
預金種目・口座番号・口座名義人」を収集する。 

・申請者以外が申請書を届け出る場合は、届出者の「氏名」、「住
所」、「電話番号」、「続柄」を申請書に記入することで収集する。 

・申請者以外の口座へ振り込みを希望する場合、委任状により、
受任者の「氏名」、「住所」、「電話番号」「続柄」を、補助金交付
申請書兼請求書により、「振込先金融機関名・預金種目・口座番
号・口座名義人」を収集する。 

・本人確認書類として運転免許証等の写しを提出してもらう際に
「顔写真」を収集する。 

・がんの治療状況の確認が必要になった場合、医療機関に照会す
るため、「氏名」、「傷病名・傷病歴」、を提供し、「傷病名・傷病
歴」を収集する。 

・要件の一部である同種の助成を受けていないことの確認が必要
となった場合、前住所地に照会するため、「氏名」、「アピアラン
スケア用品」を提供し、「公的制度の助成・給付の有無」収集す
る。 

・購入した「アピアランスケア用品」の確認が必要となった場合、
アピアランスケア用品購入先に照会するため、「氏名」、「アピア
ランスケア用品」を提供し、「アピアランスケア用品」の情報を
収集する。 

担当 こども・健康部 健康づくり課 健康推進係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 

事務事業名 がん検診事業 

理由及び経緯 

・令和７年７月から、若年のがん患者及びその家族の経済的負担
の軽減を図るため、「若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活
支援事業」を開始し、在宅療養生活に要する経費の一部に対し
補助金を交付する。 

・「他の制度において同等の補助又は給付を受けることができな
い者」が補助対象者の要件の一つであるため、確認する必要が
ある。 

・利用の可否を審査するため利用申請書の添付書類として「がん
末期を証明する医師の意見書」を、また、補助金交付の可否に
ついて審査するため補助金交付申請書兼請求書の添付書類とし
て「利用サービス等の領収書」を提出してもらう。 

内容 

・利用申請書及び添付書類の提出により、利用者の「氏名」、「住
所」、「生年月日」、「年齢」、「電話番号」、「傷病名・傷病歴」、「利
用サービス等」を収集する。また、申請書に「公的制度等の助
成・給付の有無」、「障害の有無・程度」、「公的扶助の受給の有
無」を記入してもらい、他の制度の補助や給付を受けていない
かを確認する。 

・利用者以外が届け出る場合は、届出者の「氏名」、「住所」、「電
話番号」、「続柄」を申請書に記入することで収集する。 

・利用者が事業にかかる権限を他の者に委任した場合、受任者の
「氏名」、「住所」、「生年月日」、「電話番号」、利用者との「続柄」
を利用申請書に記入してもらうことで収集する。 

・補助交付申請書兼請求書の提出により、利用者又は受任者の「振
込先金融機関名・預金種目・口座番号・口座名義人」を収集す
る。 

・本人確認書類として運転免許証等の写しを提出してもらう際に
「顔写真」を収集する。 

・申請内容の確認が必要になった場合、医療機関、利用サービス
事業者に照会するため、「氏名」、「住所」、「生年月日」を提供し、
「傷病名・傷病歴」、「利用サービス」を収集する。 

・他の制度において同等の補助を受けていないことの確認が必要
になった場合、保健所に照会するため、「氏名」、「住所」、「生年
月日」を提供し、「公的制度の助成・給付の有無」を収集する。 

・障害者手帳の交付の有無の確認のため、「障害者生活支援事業」
から目的外利用を行い、「障害の有無・程度」を収集する。 

・生活保護の受給の有無の確認のため、「生活保護総務事務事業」
から目的外利用を行い、「公的扶助の受給の有無」、を収集する。 

担当 こども・健康部 健康づくり課 健康推進係 

 

事務事業名 水道庁舎維持管理事業 

理由及び経緯 
 水道庁舎の電話交換機更新に伴い、応対品質向上及びトラブル
防止のために録音機能を付加することになったため。 

内容 
 電話の着信時及び発信時に、「通話内容」、「電話番号」を記録す
る。 

担当 上下水道部 上下水道総務課 会計庶務係 
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（変更分） 

事務事業名 社会福祉増進事業 

理由及び経緯 
 福祉資金貸付事務において、教育管理課が行う貸付の申請状況
及び返済状況の確認が必要となり、教育管理課との連携や情報共
有を行うため。 

内容 

・個人情報取扱項目に「入学準備金及び奨学金の貸与金額・貸付
金額・取引状況」を追加する。 

・目的外利用の収集先に「入学準備金・奨学金貸付事業」を追加
し、「氏名」、「住所」、「年齢」、「生年月日」、「電話番号」、「続柄」、
「職業・職歴」、「勤務先・通学先」、「家庭状況」、「住居の状況」、
「収入」、「資産状態」、「入学準備金及び奨学金の貸与金額・貸
付金額・取引状況」を収集する。 

担当 福祉部 福祉相談課 地域福祉係 

 

事務事業名 生活保護事業 

理由及び経緯 
 生活保護受給者について、年金受給権があるかどうかを年金事
務所等に確認し、受給権がある方を年金受給につなげる事務を、
令和７年７月１日から法人に委託するため。 

内容 

 外部委託先に「年金申請支援業務委託契約先法人（社会保険労
務士法人 For the others）」を追加し、「氏名」、「住所」、「年齢」、
「性別」、「生年月日」、「電話番号」、「本籍」、「マイナンバー」、「離
婚・結婚歴」、「職業」、「職歴」、「勤務先」、「保護受給期間」、「当
該貸付の内容」、「基礎年金番号」、「年金コード」、「年金資格履歴」、
「年金額」、「傷病名、傷病歴」、「障害の有無・程度」を提供する。 

担当 福祉部 生活援護課 生活援護係 
 
 
 

事務事業名 保育園運営事業 

理由及び経緯 

 朝霞市公営保育園で株式会社コドモンの提供する保育業務支
援システム「コドモン」の本格導入にあたり、システム運営のた
め、保護者同意のうえ、入園時に収集した下記の個人情報をシス
テムに入力する。 
※保育業務支援システム「コドモン」を使い、保護者への連絡、
保護者からの連絡、園児の日々の様子の配信、園児の健康管理、
園児の成長の記録を行う。 

内容 

 外部提供先に「ＩＣＴ事業者（株式会社コドモン）」を追加し、
以下の個人情報を保育業務支援システム「コドモン」に入力する。 
 
（園児に関するもの） 
「氏名」、「住所」、「年齢」、「性別」、「生年月日」、「健康状態」、「傷
病名・傷病歴（食物アレルギーの状況を含む）」、「障害の有無・
程度」、「検診の結果」、「検査の結果」 

 
（保護者に関するもの） 
「氏名」、「住所」、「続柄」、「電話番号」、「電子メールアドレス」 

担当 こども健康部 保育課 保育総務係 
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事務事業名 妊娠・出産包括支援事業 

理由及び経緯 

・退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行
い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を行うた
め、委託によりデイサービス型、ショートステイ型の産後ケア
を実施することになった。 

・利用に係る費用負担額が所得区分（市民税課税世帯、市民税非
課税世帯、生活保護世帯）により異なるため、確認する必要が
ある。 

※デイサービス型：施設への来所により、心身のケアや育児のサ
ポート等を実施する。 

ショートステイ型：病院等での宿泊により、心身の休養の機会
を提供する。 

内容 

・申請書に所得区分（市民税課税世帯、市民税非課税世帯、生活
保護世帯）を記入してもらうことにより、「課税状況」、「公的扶
助の受給の有無」を収集する。また、その確認のために「市民
税等賦課事業」、「生活保護事業」から目的外利用を行う。 

・外部委託先に「産後ケア事業委託事業者（イムス富士見総合病
院、恵愛病院）」を追加し、利用者の「氏名」、「生年月日」、「課
税状況」、「公的扶助の受給の有無」、「健康状態」、児の「氏名」、
「生年月日」、「健康状態」を共有する。 

担当 こども・健康部 健康づくり課 母子保健係 
 
 

事務事業名 ファミリーサポートセンター運営事業 

理由及び経緯 

令和７年１０月１日から委託により緊急サポート事業を開始
することとなったため。 
※緊急サポート事業とは、急なこどもの預かり等を希望する方
と、子育てのお手伝いを希望する方が会員となり、会員同士の
間で行う子育ての相互援助活動のこと。 

内容 

 緊急サポート事業委託先（緊急サポートセンター埼玉）に希望
者自身が登録・申込みを行う際に、「氏名」、「住所」、「年齢」、「性
別」、「生年月日」、「電話番号」、「続柄」、「電子メールアドレス」、
「加入医療保険証(写)」、「かかりつけ医診察券(写)」、「職業」、
「資格」、「勤務先・通学先・通園先」、「入会・退会・休会・復帰
の理由」、「家庭状況」、「住居の状況」、「通学・通園路」、「相談内
容」、「健康状態」、「傷病名・傷病歴」、「障害の有無・程度」、「検
診の結果」、「検査の結果」、「心身の状況」、「顔写真・画像」を提
供する。 

担当 こども・健康部 健康づくり課 母子保健係 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



資料２ 

 

「個人情報保護制度の手引」の改訂について 

 

個人情報の保護に関する法律施行規則改正に伴い、国のガイドライン等に改正がありまし

たので、本市「個人情報保護制度の手引」についても、下記のとおり改訂を行いました（令

和７年１０月発行）。 

 

該当ページ等 改正前 改正後 

61Ｐ 

電子的記録 

 

本人が書面に 

電磁的記録 

 

本人が行政機関等の求めに沿う形で

書面に 

74Ｐ 

規則第 44 条 

第 3 号 

場合にあっては、別記様式第 6 に

よる報告書を提出する方法）によ

り 

場合にあっては別記様式第 6 による

報告書を提出する方法、個人情報保

護委員会が別に定める場合にあって

はその方法）により 

79Ｐ 
同条第 1 号、第 2 号又は第 4 号の

事態にも 

同条第 1 号、第 2 号、第 4 号又は第

5号の事態にも 

80Ｐ 
報告書を提出する方法により行い

ます 

報告書を提出する方法、個人情報保

護委員会が別に定める場合にあって

はその方法により行います 

146Ｐ 

保護観察、勾留の執行、保護処分の

執行、観護措置の執行、補導処分の

執行、監置の執行、 

保護観察、勾留の執行、拘置の執行、

保護処分の執行、観護措置の執行、

監置の執行、 

244Ｐ 

（2 箇所） 

保護管理者は、第 69 条第 2 項第 3

号及び第 4号 

保護管理者は、利用目的のために又

は第 69条第 2項第 3号若しくは第 4

号 

245Ｐ 
保護管理者は、第 69 条第 2 項第 3

号の規定に基づき 

保護管理者は、利用目的のために又

は第 69 条第 2 項第 3 号の規定に基

づき 
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○市政の情報提供及び審議会等の会議開催・公開に関する指針 

平成３１年２月１３日その他第２号 

（趣旨） 

第１条 この指針は、朝霞市情報公開条例（平成１３年朝霞市条例第２５号。以下「公開条

例」という。）第２３条の規定に基づき、市と市民の情報の共有化を推進すること及び市

民に対し審議会等の会議を適切に開催し、公開することにより、市政への市民参加を促進

し、市政の透明性、公正性を確保することを目的として、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この指針において使用する用語は、公開条例において使用する用語の例による。 

２ この指針において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）情報提供 市の保有する情報を任意に市民に明らかにすることをいう。 

（２）審議会等 法律又は条例の定めるところにより、市の事務又は事業について市民の

意見、専門的知見等の反映及び公正性の確保を図るため、市民、学識経験者等を構成

員として市長その他の執行機関（以下「実施機関」という。）に設置された審議、審

査、調査等を行う審議会、審査会等の会議とする。 

（情報提供の対象） 

第３条 実施機関は、個人情報その他の公開条例に規定する非公開情報を除き、次の各号に

定める情報を情報提供の対象とすることができる。 

（１）市の組織、事務の所掌、行事並びに事務事業（計画段階のものを含む。）の内容及  

び制度に関する情報 

（２）市議会の本会議及び各常任委員会に提出した資料 

（３）市の財政に関する情報 

（４）統計処理された情報 

（５）報道機関へ提供した情報 

（６）公開請求を受けた場合に全部公開となることが容易に判断できる情報 

（７）その他各課長等が提供できると判断した情報 

（情報提供の方法） 

第４条 情報提供は、次に掲げる方法のうち、効果的なものを選択し、又は併用して行うも

のとする。 

（１）広報紙等への掲載 
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（２）朝霞市公式ホームページへの登載 

（３）市政情報コーナーにおける閲覧 

（４）各課等における閲覧又は写しの交付 

（５）パンフレット、リーフレット等、印刷物による配布 

（６）その他実施機関が適当と認める方法 

２ 情報提供は、分かりやすい表現及び簡便な方法で行うよう努めるとともに、適切かつ丁

寧な説明を行うものとする。 

（情報提供の費用の納付） 

第５条 情報提供において公文書等の写しの交付及び当該写しの送付に要する費用は、朝

霞市長が行う情報の公開等に関する規則（平成１４年朝霞市規則第８号）第１１条の規定

を準用する。 

 （会議の開催） 

第６条 審議会等の会議は、法令に定めるもののほか当該審議会等の会長が会議を招集す

ることで開催する。 

２ 審議会等は、必要と認めるとき、安全管理上必要な措置を講じた上で、インターネット

を通じて映像及び音声の送受信を行う会議（以下「Ｗｅｂ会議」という。）を開催するこ

とができる。 

 （会議の出席） 

第７条 審議会等の委員は、当該審議会等の開催場所に参集することで出席とする。 

２ Ｗｅｂ会議により会議に出席する委員は、映像及び音声が伝わることで、会議に出席し

たものとする。 

３ Ｗｅｂ会議により会議に出席した委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例（昭和３２年条例第２号）第３条第１項の規定に基づく費用弁償は、

原則として支給しない。 

（会議公開の原則） 

第８条 審議会等の会議は、原則公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当

する場合は、当該会議の一部又は全部を非公開とすることができる。 

（１）審査請求、苦情、あっせん及び調停に係る会議。ただし、審議会等は、次に掲げる  

場合においては、会議に諮り、口頭審理等（審議会等が審査請求人、苦情の申立人又

はあっせん若しくは調停の当事者から意見等を聴取する審理等をいう。）を公開する
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ことができる。 

ア 審査請求又は苦情に係る口頭審理等について当該審査請求人等から公開の申立て

があるとき。 

イ あっせん又は調停に係る口頭審理等について当該当事者の双方から公開の申立て

があるとき。 

（２）公開条例第７条各号のいずれかに該当する非公開情報が含まれる事項について審 

議、審査、調査を行う会議。 

（３）会議を公開することにより、当該会議の公正又は円滑な議事運営に支障が生ずると 

認められるとき。 

２ 審議会等の会議の公開・非公開の決定は、審議会等の会長が当該会議に諮って行うもの

とする。 

３ 審議会等は、会議を公開しないことを決定した場合には、その理由を明らかにしなけれ

ばならない。 

（会議公開の方法） 

第９条 審議会等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認めるこ

とにより行う。 

２ 審議会等を公開で行う会議においては、傍聴を認める定員をあらかじめ定め、開催場所

に一定の傍聴席を設けるものとする。 

３ 審議会等の会長は、傍聴席に余裕がないとき又は会議の円滑な運営上その必要がある

と認められるときは、その事由を明示して審議会等の会議を傍聴する者（以下「傍聴者」

という。）の人数を制限することができる。 

４ 傍聴を希望する者が第２項の定員を超えるときは、先着順により傍聴者を決するもの

とする。ただし、審議会等の会長が必要と認めるときは、抽選によることができる。 

５ 審議会等の会長は、会議を公正・円滑に運営するため、開催場所の秩序維持に努めるも

のとする。 

６ 審議会等の会長は、報道機関の取材活動について十分配慮するものとする。 

７ 審議会等の会議は、インターネットによる公開は行わないものとする。 

（会議の傍聴） 

第１０条 何人も、第８条第１項ただし書の規定により、審議会等の会議が非公開とされた

ときを除き、審議会等の定めるところにより、当該会議を傍聴することができる。 
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２ 傍聴者は、審議会等の許可なく、会議の模様を撮影し、又は録音してはならない。 

（傍聴者への会議資料の提供） 

第１１条 審議会等の会議が公開されるときは、傍聴者に会議資料（公開条例第７条各号の

いずれかに該当する情報が記録されている部分を除く。）を提供しなければならない。 

２ 前項に規定する会議資料の提供は、審議会等の委員と同様に傍聴者に配布することに

より行うものとする。ただし、会議資料のうち、図面、地図、写真、報告書等については、

当該会議が終了するまでの間、開催場所に備え置き、傍聴者の閲覧に供することにより行

うことができる。 

（会議開催の事前公表） 

第１２条 実施機関は、審議会等の会議を開催するに当たり、当該会議の開催日程等につい

て当該会議開催の７日前までに公表するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要

が生じたときは、この限りではない。 

２ 実施機関は、第４条の規定により、次の各号に掲げる事項を情報提供するものとする。 

（１）会議の名称 

（２）開催日時 

（３）開催場所（Ｗｅｂ会議であるときはその旨） 

（４）議題 

（５）会議の公開・非公開の別（非公開の時はその理由） 

（６）傍聴者の定員 

（７）傍聴手続 

（８）問合せ先（担当課） 

３ 審議会等の庶務を処理する課等（以下「事務局」という。）は、当該会議を開催する日

の１４日前までに、会議開催通知（様式第１号）を市政情報課に提出しなければならない。 

（会議結果通知及び会議録の作成等） 

第１３条 実施機関は、審議会等の会議の会議結果通知（様式第２号）又は会議録（様式第

３号）を作成しなければならない。 

２ 前項に規定する会議録等を作成する場合は、あらかじめ作成方針を定めておくものと

する。 

３ 事務局は、審議会等の会議終了後、会議結果通知及び会議資料を１０日以内に市政情報

課に提出しなければならない。 
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（１）会議録は、審議会等の会議終了後、速やかに作成し、６０日以内に公表するものと 

する。ただし、会議結果通知を作成した場合は、電磁的記録（電子的方式、磁気的方

式その他、人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

以下同じ。）の保管をもって当該会議録の作成に代えることができるものとする。 

（２）会議録の内容については、審議会等が指定した者の確認を得るものとする。 

４ 前各項の規定は、市職員で構成されている組織の会議（定例的な行事の確認及び報告等

のための会議、事務打合せ等を除く。）においても準用する。 

（会議録の記載事項） 

第１４条 事務局は、会議録の作成に当たっては、様式第３号を用いるものとする。ただし、

実施機関は、必要があると認めるときは、会議の種類に応じて体裁を適時変更することが

できる。 

２ 会議録には、原則として次の各号に掲げる事項を記載するものとする。 

（１）会議の名称 

（２）開催日時 

（３）開催場所 

（４）出席者及び欠席者の職・氏名（Ｗｅｂ会議での出席者についてはその旨） 

（５）議題 

（６）会議資料 

（７）会議録の作成方針 

（８）傍聴者の数 

（９）その他の必要事項 

（１０）審議内容 

３ 会議録には、発言者名を記載するものとする。 

（会議等の結果の公表） 

第１５条 実施機関は、会議資料、会議結果通知及び会議録を市政情報コーナーで閲覧でき

るようにするとともに、市のホームページに登載し、公表しなければならない。 

２ 実施機関は、公開された会議の内容を録音した場合には、会議の会議録が確定するまで

の間、提供により当該録音データを視聴に供することができる。 

（会議録の調製） 

第１６条 市政情報課は、審議会等の会議録の調製を行うものとし、その調製基準は、市政
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情報課長が別に定める。 

２ 事務局は、会議の開催後、速やかに会議の内容がわかる録音データに会議録調製依頼書

（様式第４号）、会議次第、会議資料等を添えて市政情報課に提出するものとする。 

３ 市政情報課は、会議録調製依頼書の提出があったときは、会議録調製受付簿（様式第５

号）に受付年月日、担当課その他の必要な事項を記入するものとする。 

４ 市政情報課は、会議録の調製後、速やかに、第２項の規定による会議録調製依頼書を提

出した事務局に対し、会議録調製報告書（様式第６号）及び当該会議録を引き渡すものと

する。 

（審議会等の公開） 

第１７条 市長は、審議会等委員名簿（様式第７号）を作成し、市民が閲覧できるようにし

なければならない。 

２ 市長は、審議会等会議公開状況報告書（様式第８号）に基づき、各審議会等の公開状況

を取りまとめ、次に掲げる事項を毎年１回公表しなければならない。 

（１）会議の開催数 

（２）公開した会議の開催数 

（３）非公開とした会議の開催数 

（４）傍聴者の数 

３ 市長は、この指針による審議会等の会議の公開制度の適正かつ円滑な運営を推進する

ため、朝霞市情報公開・個人情報保護審議会に前項の公開状況を報告しなければならない。 

４ 朝霞市情報公開・個人情報保護審議会は、審議会等の会議の公開制度の運営に関する重

要な事項について、実施機関の諮問に応じ、調査審議することができる。 

（他の制度との調整） 

第１８条 この指針のほかに別の規定がある場合は、その定めによることとする。また、情

報提供に当たっては、個人情報その他の公開条例に規定する非公開情報に配慮しなけれ

ばならない。 

（情報提供施策の推進） 

第１９条 資料又は印刷物の作成に当たり、今後の行政情報の電子化及び電子的情報での

提供化等の進展状況を勘案し、電磁的記録での保有に努めるものとする。 

（委任） 

第２０条 この指針の運用に当たって必要な事項は、別に定める。 
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附 則 

この指針は、平成３１年４月１日から施行する。 

この指針は、令和４年９月１日から施行する。 

この指針は、令和５年１月１日から施行する。 

この指針は、令和７年７月１日から施行する。 
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様式第１号（第１２条関係） 

 

会議開催通知 

 

  年  月  日 

朝霞市    審議会 

 

朝霞市    審議会を次のとおり開催します。 

 

１ 会議の名称  

 

２ 開催日時   

 

３ 開催場所   

  

４ 議題     

 

５ 会議の公開・非公開の別 

（会議の公開・非公開を記載） 

（非公開の場合はその理由、部分公開の場合はその部分と理由） 

 

６ 傍聴者の定員   

 

７ 傍聴手続 

（１）傍聴を御希望の方は、会議の開催時刻までに開催場所にお越しください。 

（２）開催場所で受付を行います。 

（３）受付開始時刻は、当日  時  分からです。 

（４）傍聴の受付は先着順に行い、定員になり次第終了します。 

 

８ 問合せ先（事務局） 

（事務所の所在地を記入する。） 

（事務所の名称、担当課名、電話番号、ｅメールアドレス、担当者名を記入。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

9/16 

様式第２号（第１３条関係） 

 

会議結果通知 

会議の名称  

開催日時  

開催場所  

出席者の職・氏名  

欠席者の職・氏名  

議題  

公開・非公開  傍聴者の数  

【審議概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

（事務局） 

朝霞市    部    課    係  担当者 

電話番号           （内線：    ） 

ｅメール   
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様式第３号（第１３条関係） 

 

会議録 

会議の名称  

開催日時  

開催場所  

出席者の職・氏名 
 

 

欠席者の職・氏名 
 

 

議題 

 

 

 

会議資料 
 

 

会議録の作成方針 

 □電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

 □電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

 □要点記録 

 □電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起こ 

した場合の当該電磁的記録の保 

存期間 

□会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

会議録の確認方法     による確認 

 

傍聴者の数 
 

その他の必要事項 
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  審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 
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様式第４号（第１６条関係） 

 

会議録調製依頼書 

 
 年  月  日 

 

市政情報課長 様 

 

課・所・室長 

 

 次のとおり会議録の調製を依頼します。 

 

１ 会議の名称      

 

２ 会議開催回        

 

３ 開催年月日      

 

４ 会議時間        時  分～    時  分 

 

５ 開催場所       

 

６ 公開状況等     □公開  □非公開   傍聴者  名 

 

７ 会議録の作成方針  １ 電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

            ２ 電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

            ３ 要点記録 

            ４ 電磁的記録での保管（保存年限   年） 

             ※ 上記１又は２の場合の電磁的記録の保存期間  

             □会議録の確認後消去  □会議録の確認後  か月 

 

８ 会議録の確認方法  １ 委員全員による確認 ２ 会長による確認 

 ３ その他（            ） 

 

９ 提出物  １ ＩＣレコーダー ２ 他の記録媒体 ３ 会議資料 

４ 出欠席者がわかるもの ５ その他（            ） 

 

１０ 調製期限   無 

有   年   月  日（理由               ） 

 

１１ 担当者       課・所・室    係  氏名        内線 

 

事務処理欄 

受 付 日 受付者 返却物 確認 

年  月  日 

 １ ＩＣレコーダー 

２ 他の記録媒体 

３ その他（       ） 
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様式第５号（第１６条関係） 

 

会議録調製受付簿 

  

No 
受付 

年月日 

担当課 
（担当者） 

会議名称及び 

開催回数 
調製期限 
（有・無） 

引渡 

年月日 

市政情報課

（担当者） 

       

第   回 有・無 

   
  

  

第   回 有・無 

       

第   回 有・無 

       

第   回 有・無 

       

第   回 有・無 

       

第   回 有・無 

       

第   回 有・無 

       

第   回 有・無 

       

第   回 有・無 

       

第   回 有・無 

       

第   回 有・無 
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様式第６号（第１６条関係） 

 

会議録調製報告書 
 

年  月  日 

 

課・所・室長 様 

 

市政情報課長 

 

 次のとおり会議録を調製しましたので、報告します。 

 

１ 会議の名称   

 

２ 会議開催回   

 

３ 開催年月日      年  月  日 

 

４ 会議時間       時間  分 

 

５ 受付年月日      年  月  日 

 

６ 調整期限    無 

 

有      年  月  日 

 

７ 作業時間       時間  分 

 

８ 作業職員 

 

９ 返却物  

 

１０ 要望事項   

 

 

 

 

 

 

 

事務処理欄 

データ送付 担当課受領日 受領者 

 
年  月  日 
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様式第７号（第１７条関係） 

 

審議会等委員名簿（    年  月  日現在） 
審議会等の名称 定数 

 人 

委員の氏名 職 備考（構成等） 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

特記事項 

設置根拠 

 

事務局・担当（       部      課       係） 

会議の公開状況（公開・非公開） 

次回の改選等の予定（    年   月） 
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様式第８号（第１７条関係） 

 

審議会等会議公開状況報告書 

 

審議会等の名称【               】 

（    年度） 
 会議の開催数 

（開催日） 

公開会議の開催数 

（〇を付ける） 

非公開会議の開催数 

（〇を付ける） 
傍聴者数 

第１回   月  日   人 

第２回   月  日   人 

第３回   月  日   人 

第４回   月  日   人 

第５回   月  日   人 

第６回   月  日   人 

第７回   月  日   人 

第８回   月  日   人 

第９回   月  日   人 

第１０回   月  日   人 

総数 回 回 回 人 

【備考】 

 

 

 

 

 

 

 


